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奥入瀬渓流 走行空間の技術的検証を目的とした自動運転実証実験業務 説明書 

 

 青森県 県土整備部 道路課発注の奥入瀬渓流走行空間の技術的検証を目的とした自動運転実証実験業

務についての簡易公募型プロポーザル方式に係る手続きへの参加希望者の募集については、関係法令に

定めるもののほか、この説明書によるものとする。 

 

１．公告日 

   令和 6 年 4 月 25 日 

 

２．担当部局 

   〒030－8570 青森県青森市長島一丁目１番１号 

   青森県 県土整備部 道路課 整備推進グループ 

ＴＥＬ：017-734-9651（直通） 

  ＦＡＸ：017-734-8189 

  

３．業務名 

奥入瀬渓流走行空間の技術的検証を目的とした自動運転実証実験業務 

 

４．業務概要 

（１）業務の目的 

  本業務は、奥入瀬（青橅山）パイパスの開通時に予定している国道 102 号の交通規制後に、奥入瀬渓

流区間が「歩く空間（奥入瀬フィールドミュージアム）」となることを踏まえ、別途業務で実施する国

道 102 号（奥入瀬渓流区間）の自動運転実証実験と連携し、走行空間の技術的検証を目的とした実証実

験を実施するものである。 

 

（２）実証実験実施期間（予定） 

令和 6 年 10 月 21 日（月）～27 日（日）の 7 日間 

  

（３）業務内容 

１）本業務の主たる項目は以下のとおりとする。 

   ① 実施計画の策定 

走行空間の技術的検証を目的とした実証実験の実施計画を作成する。本計画は奥入瀬十和田

利活用協議会幹事会・部会で諮るものとし、幹事会・部会（合計２回分）の資料作成を含む。 

② 実施の準備・仮設 

 実証実験に関するポスター・チラシ等の広報活動 

 自動運転実証実験のための予約システム構築・管理 

 現地仮設費（歩行者注意喚起機器/パイロンの設置） 

③ 実施・運営 

 実証実験の運営（交通規制の運営スタッフ・交通誘導員の配置） 
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 実証実験中の広報活動（取組発信ブース等） 

④ 各種調査 

 交通量・歩行者調査（7日間） 

 アンケート調査（7 日間） 

 歩行者に起因した手動介入調査等走行空間の検証のために必要な調査 

⑤効果分析・評価 

実証実験の結果を、効果分析・評価のうえ成果としてとりまとめる。本成果は奥入瀬十和田利

活用協議会幹事会・部会で諮るものとし、幹事会・部会（合計２回分）の資料作成を含む。 

 

２）業務スケジュール 

業務項目 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 

①実施計画の策定          

②実施の準備・仮設          

③実施・運営          

④各種調査          

⑤効果分析・評価          

 

３）企画提案を求める特定のテーマ 

 奥入瀬渓流区間が「歩く空間（奥入瀬フィールドミュージアム）」となることを踏まえた実施計画

策定の工夫点 

  

 

（４）業務規模の目安 

   本業務の参考業務規模は、44,000 千円程度（税込み）を想定している。 

 

（５）履行期限 

   令和 7 年 2 月 28 日 

 

（６）参加資格要件 

  本業務に係る簡易公募型プロポーザルは、企画提案書提出時点において、次に掲げる事項をすべ

て満たすことを参加資格の要件とする。なお、複数の事業者の共同による応募も可能とする。 

 

【１】参加資格について 

１）過去 10 年以内（平成 25 年度以降かつ入札に参加しようとする当該業務の公告日以前に完成（完

了登録）したもの）において、国又は地方公共団体から「同種又は類似業務」を受注した実績を

１件以上有する者であること。なお、日本国内の業務に限る。 

  ① 同種業務：走行空間の技術的検証を目的とした自動運転実証実験業務 

  ② 類似業務：自動運転実証実験業務   
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※共同による応募の場合は、いずれか１者が実績を有することでよいものとする。 

  ２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 

３）青森県財務規則（昭和３９年３月青森県規則第１０号）第１２８条の規定に該当しないこと。 

４）青森県建設業者等指名停止要領（平成２年６月２８日付け青監第６３３号。以下「指名停止要領」 

という。）に基づく知事の指名停止の措置を受けていないこと。 

５）指名停止要領別表第９号から第１５号までに掲げる措置要件に該当する事実（既に知事の指名 

停止の措置が行われたものを除く。）がないこと。 

６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は 

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（更生 

手続開始又は再生手続開始の決定後、知事の確認を受けている者を除く。）でないこと。 

７）労働保険（労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）及び社会保険（健康保険及び厚生年金 

保険又は船員保険をいう。）に加入し、かつ、保険料の滞納がないこと。 

８）青森県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

９）警察当局から、知事に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者と 

して、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続していないこと。 

 

 【２】共同による応募について 

   複数の事業者が共同で応募するためには、【１】の参加資格のほか、次の条件をすべて満たさなけ

ればならない。 

  １）関係する事業者の中から代表者を１者選定すること。 

２）関係する事業者が他の提案に係る構成員になっていないこと。 

３）関係する事業者がそれぞれ果たす役割を書面により明確にできること。 
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５．企画提案書の作成、提出及び記載上の留意事項 

（１）企画提案書の作成方式 

  企画提案書の様式は、別添（様式－１～様式－４）に示すとおりとする。 

 

（２）企画提案書の内容に関する留意事項 

記載事項 内 容 に 関 す る 留 意 事 項 

(様式-1)企画提案書 ・企画提案書の提出者に係る内容を記載する。 

(様式-2) 同種又は 

類似業務の実績 

・同種又は類似業務の実績を記載する。 

・同種又は類似業務の実績として記載した業務に係る契約書又はTECRIS

の写しを提出すること。 

(様式-3)業務実施体制 

・配置予定の担当者氏名、所属・役職、担当する業務内容、業務経歴、

保有資格等について、簡潔に記載する。 

・複数の事業者の共同による応募の場合や、再委託の場合は、企業名等

も記載すること。 

・他の企業等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の協

力を受けて業務を実施する場合は、再委託先又は協力先及びその理由

(企業の特徴等)を記載するものとする。ただし、業務の主たる部分を

再委託してはならない。 

(様式-4)特定テーマ 

に対する企画提案 

・特定テーマ「奥入瀬渓流区間が「歩く空間（奥入瀬フィールドミュー

ジアム）」となることを踏まえた実施計画策定の工夫点」に対する内

容を具体的に提案する。 

・記載にあたり概念図、出典の明示できる図表、既往成果、写真を用い

ることは差し支えない。 

参考概算見積 

・本業務に係る参考見積を提出すること。 

・参考見積価格は、提示した業務規模と大きくかけ離れていないことを

確認するために用いる。 

・任意様式とするが、Ａ４版で提出すること。 

※各提出資料の作成等に要する費用は、提出者の負担とする。 

 

（３）添付書類 

  同種又は類似業務の実績として記載した業務に係る契約書又は TECRIS の写しを提出すること。 

 

（４）提供資料 

 バイパス完成後の奥入瀬・十和田地域の目指す姿をとりまとめた「奥入瀬ビジョン」（H30 策定）

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/doro/files/oirase_vision.pdf 

 奥入瀬渓流交通システム検討ワークショップ（R1～2） 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/doro/files/R1_2_trafficWS.pdf 

 令和 5 年度の交通規制イベント関係 
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https://www.eco-oirase.com 

 奥入瀬フィールドミュージアム 

https://oirase-fm.com/ 

 

（５）提出期間、提出先及び提出方法 

１）企画提案書等の提出は、以下のとおりとする。 

 ① 提出期間：令和 6年 4 月 25 日(木)から令和 6 年 5 月 22 日(水)17：00 まで 

 ② 提出方法：企画提案書及び添付書類を１つの PDF ファイルとし、下記提出先にメール添付又は大

容量ファイル送信サービスにより提出する。 

  ③ 提 出 先：doro@pref.aomori.lg.jp 

 青森県 県土整備部 道路課 整備推進グループ 担当 倉谷 宛て 

  ④ 受信確認：提出した際は、行き違いを避けるため、必ず受信確認を行うものとする。 

         青森県 県土整備部 道路課 整備推進グループ 担当 倉谷 017-734-9651 

 

２）その他 

  要求した内容以外の書類、図面等については受理しない。 

 

（６）企画提案書の特定 

  企画提案書の特定は、６．の評価項目及び評価基準に基づいて行い、必要に応じてヒアリングを実施

のうえ、契約予定者に特定された者には令和 6 年 6 月中旬までに特定通知書をもって通知する。 

 

（７）ヒアリング 

ヒアリングの有無について令和 6年 5 月 24 日（金）までに様式-1 に記載した担当者メールアドレス

に連絡する。必要と判断した場合は令和 6 年 5 月 27 日（月）～6 月 7 日（金）のうちいずれか１日で

調整するものとし、ヒアリング場所は青森県庁、時間は 30 分とする。 

なお、ヒアリングに係る資料作成・旅費等の費用は提出者の負担とする。 
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６．企画提案書を特定するための基準 

  企画提案書の特定をする際の評価ウエイトは以下のとおりである。 

評 価 項 目 評価の着眼点 評 価 基 準 
評価 

ウエイト 

企業評価 

30 点 

過去10年間の同

種又は類似業務

の実績内容 

下記の順位で評価する。  

①同種業務の実績がある。 

②類似業務の実績がある。 

③同種・類似業務の実績がない。 

※複数の事業者の共同による応募の場合、代表事

業者のみを評価する。 

①：20 点 

②：15 点 

③：0点 

本店もしくは支

店の所在地 

下記の順位で評価する。 

①青森県内に本店もしくは支店を有する。 

②青森県内に本店もしくは支店を有しない。 

※複数の事業者の共同による応募の場合、いずれ

かの事業者が青森県内に本店・支店がある場

合、①で評価する。 

①：10 点 

②：0点 

特定テーマに 

対する企画提案 

70 点 

地域精通度 

20 点 

記載内容が奥入瀬渓流の地域特性、奥入瀬ビジョ

ンや奥入瀬フィールドミュージアムに合致する

と認められる場合、優位に評価する。 

①奥入瀬渓流の地域特性、奥入瀬ビジョン、奥入

瀬フィールドミュージアムに合致する。 

②概ね合致するが、一部特性が踏まえられていな

い。 

③合致しない。 

①：20 点 

②：10 点 

③：0点 

業務理解度 

10 点 

目的・条件・内容が簡潔に記載されていると認め

られる場合、優位に評価する。 

①業務目的を十分理解しており、丁寧で分かりや

すく記載ミスがない 

②業務目的を十分理解しており、丁寧で分かりや

すく記載ミスがほとんどない 

③業務目的について一定程度の理解があり、記載

ミスがほとんどない 

④業務目的の理解はあるが、記載ミス等が目立つ 

⑤記載なし又は業務目的を十分理解していると

は言えない 

④：10 点 

⑤：8点 

⑥：6点 

⑦：4点 

⑧：0点 

的確性 

10 点 

テーマの重要度及び難易度を考慮した提案とな

っていると認められる場合、優位に評価する。 

①テーマの重要度及び難易度を考慮した提案で

あり、丁寧で分かりやすく記載ミスがない 

②テーマの重要度及び難易度を考慮した提案で

あり、丁寧で分かりやすく記載ミスがほとんど

ない 

③テーマの重要度及び難易度について記載があ

り、記載ミスがほとんどない 

④テーマの重要度及び難易度について記載があ

るが、理解度不足であると言える 

⑤テーマの重要度及び難易度について記載なし 

①：10 点 

②：8点 

③：6点 

④：4点 

⑤：0点 

実現性 

20 点 

長期的視点を踏まえた提案内容で説得力があり、

実現性があると認められる場合、優位に評価す

る。 

①自動運転に関する長期的視点、奥入瀬渓流の長

①：20 点 

②：15 点 

③：10 点 
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期的視点を踏まえた提案内容であり、非常に説

得力のある実現できる提案である。また、丁寧

で分かりやすく記載ミスがない 

②非常に説得力のある提案であり、実現できる可

能性が高い。また、丁寧で分かりやすく記載ミ

スがほとんどない 

③説得力のある提案であり、実現できると考える

ことができる。また、記載ミスがほとんどない 

④説得力に乏しく、実現困難な提案である 

⑤説得力がなく、実現不可能な提案である。 

④：5点 

⑤：0点 

独創性 

10 点 

優れた具体的な提案がある場合、優位に評価す

る。 

①非常に独創性に優れた具体的な提案がある。 

②独創性に優れた提案がある。 

③独創性がない。 

①：10 点 

②：5点 

③：0点 

  

７．非特定理由に関する事項  

（１）企画提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨及びその理由を令和 6 年 6 月

中旬までに通知する。 

（２）上記（１）の通知を受けた者は、通知が到達した日の翌日から起算して 5 日(休日を含まない。)

以内に、担当部局に対し非特定理由について書面により説明を求めることができる。 

（３）上記（２）の回答は、説明を求めることができる 終日の翌日から起算して 5 日(休日を含まな

い。)以内に書面により行う。 

（４）非特定理由の説明請求の提出方法、提出先は５．（５）１）の②、③と同様とする。 

 

８．その他留意事項 

（１）各提出書類の作成等に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）青森県財務規則第１５９条第１項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の

納付を免除することがある。 

（３）契約書作成の要否 ： 要 

（４）無効となる企画提案書 

  企画提案書が次のいずれかに該当する場合、無効となることがある。 

１）提出方法、提出先、提出期間に適合しないもの 

  ２）指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの 

  ３）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

  ４）記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

  ５）許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの 

  ６）虚偽の内容が記載されているもの 

  ７）参加資格要件を満たさなかった場合 

（５）各提出書類の作成、ヒアリング等に要する費用は、提出者の負担とする。 

（６）各提出書類は、本業務及びそれに係る公募型プロポーザルの実施以外の目的に使用しない。 

（７）各提出書類に虚偽の記載を行った場合は、全ての提出書類を無効とするとともに、虚偽の記載をし

た者に対して指名停止措置を行うことがある。 
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（８）各提出書類は、受理後返却しない。ただし、特定されなかった企画提案書は、その返却を希望した

者に限り返却する。なお、企画提案書は特定その他の作業のため必要な範囲において複製を作成す

ることがある。 

（９）企画提案書の作成のために発注者から提供を受けた資料がある場合、その資料は発注者の了解なく

公表及び使用することはできない。 

（10）提出期間以降における企画提案書の差替え及び再提出は認めない。また、企画提案書に記載した配

置予定担当者は、病休、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更することができない。 

（11）特定された者の会社名等は公表する。 

（12）提出された企画提案書は、公正性、透明性、客観性を期するため公表することがある。 

 

９．業務説明書に係る質問受付及び回答 

    質問は電子メールで受け付ける。回答は受理日の翌日から３日(休日を含まない。)以内に質問者

に対して電子メールにより行うほか、下記のとおり閲覧に供する。 

（１）業務説明書質問期間 ： 令和 6 年 4 月 25 日(木)から令和 6 年 5月 15 日(水)17 時まで 

（２）質問先 ： 青森県 県土整備部 道路課 整備推進グループ 

 Mail ：doro@pref.aomori.lg.jp 

（３）閲覧場所 ： 道路課ホームページで閲覧に供する。 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/doro/oirase_AVs_2024.html 

（４）閲覧期間 ： 回答の翌日から令和 6年 5 月 22 日(水)17 時まで 

（５）その他 ： １）メールには回答を受け付ける担当窓口の部署、氏名、電話番号及びＦＡＸ番

号、電子メールアドレスを併記するものとする。 

         ２）次の質問に対しては回答しない。 

  ①本説明書の明らかな誤読による質問 

②本説明書に対する質問者の個人的な意見 

③質問者の提案しようとする内容について是非を問う事項 

④自ら判断又は調査すべき事項 

⑤その他本業務及びそれに係る公募型プロポーザルの実施に当たり不適当と判断

される事項 

 

１０．別途業務で実施する「国道 102 号（奥入瀬渓流区間）自動運転実証実験業務」※について 

    本業務は、走行空間の技術的検証を目的とした実証実験であり、実際に自動運転車両を走行させ

る別途業務の「国道 102 号（奥入瀬渓流区間）自動運転実証実験」※と一体的に業務を遂行する必

要があることから、別途業務である「国道 102 号（奥入瀬渓流区間）自動運転実証実験」※は、本

業務の特定者と随意契約により実証実験業務を委託する。（令和 6年 7 月頃公示予定） 

 

※当該業務は、物流・自動車局による「地域公共交通確保維持改善事業費補助金（自動運転社会実装

推進事業）」の活用を予定している。 

 


